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安田川アユおどる清流キャンプ場管理運営業務仕様書 

 

１ 趣旨 

本仕様書は、安田川アユおどる清流キャンプ場（以下、「キャンプ場」という。）の管理運営業

務（以下「業務」という。）を指定管理者が行うにあたり、町が指定管理者に要求する業務内容及

び水準等を示すものである。 

 

２ 施設の管理運営業務の基本方針 

（１） 安田川アユおどる清流キャンプ場設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）及び関 

連規定に基づいた業務を行うこと。 

（２）公の施設として公平な運営を行うこと。 

（３）使用者へのサービス向上と安全確保に努めること。 

（４）個人情報の保護を徹底すること。 

（５） 業務にあたっては、適宜、町と連携を取ること。 

 

３ 施設等の概要 

（１）施設の名称及び所在地   

名  称   安田川アユおどる清流キャンプ場 

所在地    安田町大字船倉 500番地外 

  （２）敷地面積 14,300㎡ 

（３）リニューアルオープン年度 令和３年度 

（４）建物概要 

【宿泊棟】 ５棟 木造 

       キャビン１  57.00㎡ 

キャビン２  64.50㎡ 

キャビン３  52.79㎡ 

キャビン４  66.26㎡ 

キャビン５  66.26㎡ 

キャビン倉庫 １棟 

【キャンプサイト】20区画 

【オートキャンプ】10区画（電源・シンク水栓） 

【ドッグフリーサイト】２区画（電源・シンク水栓） 

【ドッグラン】１区画 

【バイクフリーサイト】１区画 

【ツリーハウス】１棟 

【管理棟兼店舗】１棟 延べ床面積 128.01 ㎡ 木造 

          （店舗部分84.67㎡） 

【炊事棟１】   23.04 ㎡ 木造（ピザ３釜） 
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【炊事棟２】   49.92 ㎡ 木造 

【トイレ棟１】  23.04 ㎡（男女トイレ、多目的トイレ） 

【トイレ棟２】  34.72 ㎡（男女トイレ） 

【シャワー棟】  25.00 ㎡ 木造 

【ゴミ置き場】   2.15 ㎡ 木造 

【倉庫棟】     7.20 ㎡ 木造  

（５）付帯施設   

【吊橋・木漏れ日広場・駐車場】 

 

４ 組織及び人員配置 

（１）組織及び人員配置 

指定管理者は、業務内容を精査した上で、使用者へのサービス、施設の適切な管理等を踏ま

え、指定管理開始時までに、次のとおり職員を確保し、適切な組織及び人員配置を行うこと。 

ア  甲種防火管理者の資格を有し、当該施設の責任者となる常勤職員を配置すること。 

イ  職員については、原則、町内在住者を採用すること。なお、町外在住者を採用する場 

合は、町の承認を得ること。 

（２）研修の実施 

職員の資質の向上を図るため、業務に必要な研修を適宜、実施すること。 

 

５ キャンプ場にかかる業務 

（１）開館時間 

安田川ア

ユおどる

清流キャ

ンプ場 

管理棟 

店舗（物販エリア） 

終日 

午前９時～午後７時 

炊事棟 終日 

シャワー棟 終日 

トイレ棟 終日 

キャビンサイト 
昼間 午前 10時～午後４時 

宿泊 午後２時～翌日午前 11時 

キャンプサイト 
昼間 午前 10時～午後４時 

宿泊 午後２時～翌日午後１時 

オートキャンプ 
昼間 午前 10時～午後４時 

宿泊 午後２時～翌日午後１時 

ドッグフリーサイト 
昼間 午前 10時～午後４時 

宿泊 午後２時～翌日午後１時 

バイクフリーサイト 
昼間 午前 10時～午後４時 

宿泊 午後２時～翌日午後１時 
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ツリーハウス 午前９時～午後４時 

ドッグラン 午前９時～午後４時 

コインランドリー 終日 

 

（２）休場日 

営業期間は通年とする。ただし、町長の承諾を得て休場日を設けることができる。 

（３）使用の受付、案内等 

ア 施設の使用受付は、先着順とすること。 

イ 使用者には、施設使用に関する説明を行い、必要に応じて助言や適切な対応を行うこと。 
ウ 問い合わせや苦情については、適切な対応を行うこと。 

エ 使用者に対しては、次の事項に留意して、親切丁寧な対応を心がけ、常にサービスの向 

上に努めること。 

① 観光案内等の各種問合せへの対応 

② 負傷者、急病人の対応 

③ 年少者、高齢者、障がい者等に対する配慮 

（４）施設の使用許可等 

指定管理者は、使用許可に際しては、使用内容が施設の目的に沿ったものであることを確認

するとともに、平等な使用を図ることに留意して次のとおり使用許可等を行うこと。 

ア 使用状況の管理、調整 

イ 使用申請書の受理、許可書の発行等 

ウ 使用料金の徴収、減免の決定等 

エ 使用者への許可条件、使用上の注意義務、準備、片付け等の説明 

オ 使用料金の減免及び使用料金の減免については、条例の規定を引用するものとし、その事
務手続きを行うこと。 

カ 施設の使用の制限については、次のとおりとする。 

① 条例第８条第２項各号に該当する場合には、使用の許可をしないことができる。 

② 条例第９条各号に該当する場合には、使用許可を取消し、又は施設の使用を停止し、 
若しくは制限することができる。 

 

６ 施設等の維持管理に関する業務 

指定管理者は、施設等を安全かつ良好な環境で使用者に提供できるよう、施設等の日常の点検を

行い、維持管理していくこと。 

（１）清掃業務 

指定管理者は、キャンプ場を快適な環境で使用者に提供できるよう、施設等の清掃を行い、 

あわせて環境美化にも努めること。 

（２）施設等の保守管理点検業務 

指定管理者は、キャンプ場を安全かつ良好な環境で使用者に提供できるよう、次のとおり施設
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等の保守管理点検を行うこと。 

ア 電気・機械設備等保守管理点検 

イ 消防設備保守点検 

ウ 給排水設備の保守点検 

（３）施設内の秩序等 

施設内の秩序及び規律の維持を図り、円滑な業務を遂行すること。 

（４）浄化槽維持管理業務 

保守点検、清掃の実施等、適切に浄化槽を維持管理すること。 

（５）害虫防除業務 

施設の害虫防除を適宜、実施すること。 

（６）植栽管理・草刈り業務 

植栽、剪定、芝生の管理、草刈り等を適宜、実施し、使用者に快適な環境を提供できるように 

すること。 

（７）備品等の管理 

ア 備品の管理 

① キャンプ場の備品等は、台帳等により適正に管理すること。 

② 備品等の紛失、破損等が生じないよう必要な処置を行うこと。 

③ 備品等は常に使用可能な状態に保管すること。 

イ 備品の帰属等 

① 業務に支障をきたさないよう適切に備品台帳により管理し、必要な備品を購入し、 

修理すること。 

② 指定管理者が、備品を購入したときは、 購入後の備品は指定管理者の所有に属する 

ものとする。ただし、町と指定管理者の協議において、両者が合意した場合、町の所有に

属することができるものとする。 

③ 指定管理者は、町の所有に属する備品について整理し、廃棄等の異動については、 

「安田町財務規則」及び関係法規の定めるところにより行わなければならない。 

（８）施設等の修繕 

ア 指定管理者が行う施設等の修繕は、１件当たりの経費（消費税込み）が20万円未満のも 

のとする。ただし、特別の事情があるときは、指定管理者と町で協議するものとする。 

イ 指定管理者は、１件当たりの経費（消費税込み）が20万円以上を要する修繕が必要な場 

合は、町に速やかに報告するものとする。 

（９）駐車場の管理 

ア 駐車場で事故が発生しないように必要な対策を講じること。 

イ 違法駐車等がないように必要な対策を講じること。 

ウ 駐車場の清掃を適宜実施し、駐車場の美化に努めること。 

（10）施設における火災、破損、事故、盗難等の防止に努めること。 

（11）環境への配慮 

管理業務の遂行の過程において生じる環境への負荷の低減に努めること。 
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（12）トラブル時の対応 

要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に処理するとともに、速やかに町に報告すること。 

（13）その他仕様に定められていない事項の対応 

町と指定管理者が協議して対応することとする。 

 

７ 自主事業に関する業務 

（１）施設の使用促進及び使用者の利便性向上のため、必要に応じて、物販、テント等のレンタル 

を行うことができる。 

（２）リピーターを獲得するためのイベント等を必要に応じて実施することができる。 

（３）自主事業を行う場合には、本来業務に支障のないようにし、事業計画を策定して、事業開始 

10日前までに書面にて町に提出して開始することとし、事業終了後は自主事業の実績（事業実 

績概要、収入及び支出等）を報告すること。 

 

８ 施設の管理運営に関して町が必要と認める業務 

（１）危機管理対応 

自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等のあらゆる緊急事態、非 

常事態及び不測の事態等の危機管理については、次のとおり対応すること。 

 ア 大規模地震発生時又は災害時には、町の指示によりキャンプ場を避難所として開設できる 

こととする。なお、避難所として開設した際は、町が管理運営をする。 

イ 危機管理体制を築くとともに、指定管理開始までに本施設に係る危機管理対応マニュアル 

を作成し、町の承認を受けるとともに、災害時の対応について随時訓練を行うこと。 

また、訓練を実施した場合には、訓練内容を記した報告書を町に速やかに提出すること。 

ウ  消防署等から指摘があった場合は、直ちに町に報告し、町と協議すること。 

エ 防火管理者として、消火や避難訓練など防火管理に関する業務を行うこと。 

オ 災害時への備えとしてBCP（事業継続計画）等について担当課と協議すること。 

 

９ 業務計画書及び事業報告書等の提出 

（１）業務計画書の提出 

指定管理者は、下記の事項を記載した次年度の業務計画書を10月末までに提出すること。 

ア 事業計画（自主事業含む） 

イ 人員配置計画 

ウ 収支計画 

（２）業務報告書の提出 

指定管理者は下記の事項を記載した前月分の月次報告書を毎月10日までに提出すること。 

ア 業務の実施状況 

イ 施設等の利用状況 

ウ 使用料等の収入の実績 

（３）事業報告書の提出 
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指定管理者は、安田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条の規定に 

より、毎年度終了後30日以内に当該年度の下記の事項を記載した事業報告書を提出すること。 

ア 業務の実施状況 

イ 施設等の利用状況 

ウ 使用料等収入の実績及び管理経費の収支状況 

エ その他町が必要と認める事項 

 

10  使用者アンケート（満足度調査）の実施等 

（１）使用者アンケート（満足度調査）の実施 

指定管理者は、施設使用者の利便性の向上の観点から、アンケート等により、施設使用者の 

意見・苦情を聴取し、その結果及び対応等について、１年毎に町に報告するものとする。 

 

11 包括的再委託の禁止 

指定管理者が清掃、警備といった個々の具体的業務を第三者に委託することは差支えないが、業 

務の全部や主要部分を一括して第三者に委託する包括的な業務の再委託はできないものとする。 

 

12 経費等について 

（１）指定管理料の精算 

指定管理者は各年度の自主事業を除く全体収支に利益が生じた場合、その利益額の３割相当額 

を町に還元することとする。ただし、利益額が100万円を超える場合に限る。 

還元の方法は、原則として現金納付とするが、指定管理者が別途提案する場合には、町と指 

定管理者の協議により決定する。また、利用料収入の減少など、指定管理者の運営に起因する 

指定管理料の不足額が生じた場合、原則として指定管理料の補填はしないものとする。 

（２）管理口座・区分経理 

指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、指定管理者本来の口座とは別の口座で管理 

すること。 

また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務（自主事業等）に係る経理を区分 

して整えること。 

 

13  指定の取り消し及び業務の継続が困難となった場合の措置等 

町は、指定管理者が町の指示に従わない場合や、指定管理者の経営状況が著しく悪化している 

など、業務に支障が生じる恐れがあると認める場合は、次のとおり指定を取り消し、又は期間を 

定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合の措置 

町は、指定管理者の指定を取り消す等の措置をとることとする。この場合、町に生じた損害は、 

指定管理者が賠償しなければならない。また、指定管理者は次期指定管理者が円滑かつ支障なく 

業務を逹行できるように引継ぎを行うものとする。 

（２）その他の事由により業務が困難になった場合の措置 
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天災、不可抗力その他の町又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により、業務が困 

難となった場合、町と指定管理者は、業務の継続の可否について協議を行うものとする。なお、 

協議の結果、当該指定管理者による業務が困難と町が判断した場合は、町は指定管理者の指定を

取り消すことができるものとする。 

 

14 町及び関係機関等と連携した業務 

（１）監査 

指定管理者に係る出納その他の事務は、地方自治法第199条第７項により町監査委員の監査 

の対象とする。 

（２）指定管理業務期間の前に行う業務 

協定の締結終了後、速やかに業務及び研修等の事前準備を行うものとする。なお、事前準備に 

要した経費は、指定管理者の負担とする。 

  （３）その他 

    指定管理者は、各地域及び各種団体等と連携を図ることとする。 

     

15 リスク分担 

リスク分担については、別表を基本とし、その他の特別の事情があると認めた場合は、町と指定

管理者で協議のうえ決定する。 

 

16 協定の締結 

指定管理者の指定後に施設等の業務に関し、包括的な事項を定めた基本協定書及び各年度の実 

施事項を定めた協定書を締結する。 

 

17 指定期間満了後の業務引継 

指定管理者は、その指定管理期間満了時において、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、キャ 

ンプ場の業務を遂行できるように、引継ぎを行うものとする。 

 

18  留意事項 

業務を行うにあたっては、次の事項に留意して実施すること。 

（１）個人情報の取扱い 

指定管理者が業務に関連して取得した個人情報について、安田町個人情報保護条例に基づき適

切に取り扱うこと。 

（２）情報公開 

指定管理者は、安田町情報公開条例の趣旨により、業務に関して保有する情報の公開を行うた 

めに必要な措置を講ずること。 

（３）守秘義務 

業務に関し知り得た秘密を外部に漏らし、 又は他の目的に使用できない。また、指定管理期間 

終了後の場合も同様の取扱いとする。なお、業務の一部を第三者に委託した場合、当該第三者に 
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対しても同様の義務を負わさなければならないことに留意すること。 

（４）保険及び損害責任の取扱い 

施設の火災保険及び施設賠償責任保険は町が加入する。 ただし、指定管理者が当該施設を活 

   用して行う自主事業については、指定管理者が加入するものとする。その場合の費用は指定管理 

者の負担とする。なお、施設等の管理に起因する損害について、町が第三者に対して賠償した場 

合、町は指定管理者に対して求償することができる。 

（５）各種規程、要綱の作成 

指定管理者が業務に係る各種規程、要綱等を作成する場合は、町と協議を行うこと。 

また、各種規程等がない場合は、町の諸規程に準じて、業務を実施すること。 

（６）その他 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、業務の内容及び処理について、定めのない 

事項又は疑義が生じた場合には、町と協議のうえ決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


